
し
か
し
、

県
は
、

一

八
七
六
年
五
月
、

小
作
米
金
に
よ
る
地

位
等
級
設
定
を
行
っ

て
い

な
い

旧
足
柄
県

を
管
轄
下
に

収
め
た

こ

と
に

よ
っ

て
、

改

め
て
、

全
管
を
通
し

て
の

改
租
額
予
想
、

収
穫
・

地
価
予
定
額

を
算
定
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
。

よ
っ

て
、

県
は
、

前
述
の

よ
う
に
、

六

月
、

全

管

村
々

に

「
田
畑
養
肥
取
調
書

上
」
を
提
出
さ
せ
、

表1－61　畑方1反歩全収穫算則

注　1　「以下ノ等級ノ順次此概略ニ做フ」。
2　添田家文書より作成。
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さ
ら
に
、

一

模
範
村
組
合
ご
と
に

編
成
し
た
地
位
等
級
表
（
区
内
表
・

甲
表
）
と
、

こ

れ

を

も
と
に

編
成
し
た
「
模
範
各
村
ヲ

連
合
シ

夫
ヨ

リ
一

大

区
内
ニ

連
及
」
し
た
大
区
地
位
等
級
（
比
較
）
表
（
大
区
表
・

乙
表
）
を
十
一

月
ご
ろ
ま
で

に

提
出
さ
せ
、

こ

れ
ら
に

よ
っ

て
、

ま
ず
、

管
内
平
均
一

反
歩
当
た
り
田
畑
予
定
収
穫
高
を
算
定
し
、

も
っ

て

各
村
地
位
等
級
別
収
穫
・

地
価
決
定
の

た
め
の

目
途
と
し
た

（
表
一

－
六
〇
・

一

－
六
一

前
掲

添
田
家
文
書
）。

こ

れ
は
、

等
級
別
の

反
当
た
り
予
定
収
穫
高
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の

所
要
養
肥
量
・

平
年
収
穫
高
か
ら
算
出
し
た
も
の

で
、

さ
ら
に

こ

の

各
等
級
別
予

定
収
穫
高
を
平
均
し
て
、

「
県
官
見
込
」
の

県
平
均
反
当
た
り
予
定
収
穫
高
を
も
示
し
て
い

る
。

そ
れ
は
、

田
で

は
米
一

石
二

斗
五

升
で
、

七
等
乙

に

属
し
、

畑
で
は
麦
九
斗
で

八
等
乙
に

当
た

る
。

こ

の

等
級
が
、

県
平
均
の

収
穫
高
を
表
示
す
る
こ

と
に
な
る
（
注
（4）
沢
木
論
文
、

渡
辺
隆
喜
「
神
奈

川
県
地
租
改
正
事
業
の

特
色
」『
神
奈
川
県
史
研
究
』
第
四
号
）。
な
お
等
級
は
、

前
述
の

よ
う
に
一

斗
間
隔
で

付
け
ら
れ
た
が
、

村
方
で

は
便
宜
上
一

等
級

を
五

升
間
隔
の

甲
乙
に

分
け
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。

こ

の

ば

あ

い
、

七
等
乙
は
、

八
等
甲
と
一

斗
の

差
が
あ
り
、

七
等
甲
と
は
五

升
の

差
が
あ

る
。

さ
て
、

こ

の

算
則
で

は
、

田
は
、

「
養
肥
取
調
」
で

判
明
し
た
所
要
肥
料
代
が
、

地
方
官
心
得
検
査
例
一

則
（
自
作
地
）
の

規
定
す
る

種
肥
代

（
収
穫
の
一

割
五
分
）
を
超
過
す
る
分
だ
け
を
、

平
年
収
穫
高
か
ら
減
ら
し
た
額
が
、

等
級
予
定
収
穫
高
と
な
る
。

畑
は
以
上
の

よ

う

に

し
て

得
た

額
に
、

夏
作
の

収
穫
高
が
加
算
さ
れ
、

そ
れ
が
等
級
予
定
収
種
高
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、

田
方
で

は
、

実
際
の

収
穫
高
よ
り
か
な
り
低
い

額
が
、

等

級
予
定
収
穫
高
と
さ
れ
、

畑
方
で

は
、

夏
作
が
加
算
さ
れ
る
の

で
、

実
際
収
穫
高
と
少
差
の

低
額
と
な
る
。

こ

う
し
た
目
途
を
立
て

た
県
は
、

一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
十
二

月
か
ら
一

八
七
七
年
一

月
に

か
け
て
、

管
下
各
村
に
、

等
級
ご
と
の

収
穫
書
上

（「
田
畑
其
他
収
穫
地
価
算
量
書
上
」）
を
命
じ
た
。

そ
の

雛
形
の

奥
書
に

は
「
右
は
税
法
御
改
正
に

付
、

田
畑
其
他
収
穫
地
価
算
量
の

儀
、

全
村
地
位

等
級
を
以
四
囲
村
に

比
準
し
、

適
実
の

取
調
候
処
、

書
面
の

通
り
に

こ

れ
有
り
、

因
て

此
段
申
上
候
也
」
と
あ
っ

て

地

価
も
記
載
す
る
欄
が
あ
る

が
、

そ
の

注
記
に

地
価
は
、

「
算
出
記
載
に

お
よ
ば
ず
此
条
明
置
へ

し
」
と
指
示
さ
れ
て
い

る
。

こ

れ
に

よ
っ

て
、

県
は
、

右
の

田
畑
「
一

反
歩
全
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収
穫
算
則
」
に

も
と
づ

き
、

村
方
が

等
級
別
収
穫
高
を
計
上
す
る
こ

と
を

求
め
た
の

で

あ
る
。

県
が
こ

と
さ
ら
に
、

実
際
収
穫
高

よ
り
低
い

収
穫
高
の

計
上
を
求
め
た

の

は
、

旧
神
奈
川
県
当
時
の
、

全
体

と
し
て

や

や
新
租
増
（
田
方
減
・

畑

方
増
）
と
い

う
改
租
見
込
み
を
維
持

し
て
い

た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

す
な

わ
ち
、

県
は
、

さ
き
に

こ
の

見
込
み
に
よ
り
、

小
作
入
口

米
金
等
級
別
に

予
定
地
価
表
を
作
成
し
た
の

で

あ
っ

た
が
、

つ

い

で
、

こ

れ
に

も
と
づ

き
地

方
官
心
得
検
査
例
の

自
作
地
算
則
に
よ
る
、

収
穫
高
等
級
別
予
定
地
価
表
を
も
作
成
し
て
い

た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

こ

こ

に

用
い

る
収
穫
高
を
、

小
作

入
口

米
金
額
に
、

三

分
の

二

を
乗
じ
た
額
と
す
れ
ば
、

ほ
ぼ
同
一

の

予
定
地
価
が
得
ら
れ
る
計
算
で

あ
っ

た
。

つ

ま
り
、

あ
る
等
級
の

土
地
に
つ

い

て
、

そ
の

等
級
の

基
準
と
な
る
小
作
入
口

米
金
、

ま
た
は
そ
の
三

分
の
二

に
あ
た
る
収
穫
高
の

い

ず
れ
か
ら
計
算
し
て

も
、

ほ
ぼ
同
額
の

地
価
が
得

ら
れ
る
こ

と
に
な
っ

て
い

た
。

し
か
し
、

こ

の

計
算
に

は
、

全
作
徳
か
ら
地
価
を
資
本
還
元
す
る
利
子
率
に
、

自
作
地
の

極
度
と
さ
れ
た
七
分
利
を

用
い

て
い

た
。

し
か
し
、

旧
足
柄
県
合
併
後
の

時
期
に
い

た
っ

て

自
作
地
の

地
価
算
定
に

七
分
利
の

使
用
を
許
さ
ず
、

検
査
例
が
示
す
六
分
利
を
用

い

る

と

す
る
改
正
事
務
局
の

方
針
が
明
ら
か
に

な
っ

た
（
改
租
穀
価
も
一

石
に
つ

き
米
五
円
一

五
銭
、

大
麦
一

円
七
五
銭
に

改
訂
）。
こ

れ
ら
に

よ
っ

て

計

算
す
る
と
き
は
地
価
は
大
幅
に

昂
進
す
る
こ

と
に
な
る
。

し
た
が
っ

て
、

当
初
見
込
み
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

上
記
の

ご
と
き
操
作
で

収
穫
高

表1－62　田1反当たりの県指示算則によ

る試算表

注　第5大区区長田村義員「控」より作成
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を
低
下
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ

た
わ
け
で

あ
る
。

ま
た
、

こ

の

と
き
、

表
一

－
六
二

試
算
表
が
示
す
よ
う
に
、

肥
代
金
の

多
寡
を
加
減
す
る
こ

と
に
よ

っ

て
、

等
級
の

組
替
え
や
等
級
の

細
分
化
を
行
う
こ

と
が
可
能
と
な
っ

た
。

右
表
に
よ
る
と
き
は
、

田
方
の

反
収
を
四
段
階
に

分
け
る
こ

と
で
、

お

の

ず
か
ら
二

四
段
階
の

等
級
区
分
が
な
さ
れ
る
こ

と
に

な
る
。

こ

う
し
て
、

収
穫
書
上
げ
を
め
ぐ
っ

て
、

さ
ら
に

地
位
等
級
編
成
が
検
討
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ

た
。

と
こ

ろ
が
一

八
七
七
年
二

月
西
南
戦
争
が
勃
発
し
、

地
租
改
正
事
務
局
は
、

戦
争
終
結
の

九
月
ま
で
、

一

時
改
租
事
業
の

村
方
で

の

推
進
を
中
止
さ
せ
た
。

し
か
し
、

神
奈
川
県
で

は
、

四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
、

改
正
事
務
局
か
ら
浅
井
謙
蔵
・

池
田
緯
太
郎
の

二

名
が
出
張
し
て

来
て
、

模
範
村
を
再
度
「
一

視
通
観
と
し
て

」
巡
回
し
、

「
嘗
て

村
方
差
出
せ
し
表
簿
と
検
査
官
の

見
込
表
と
を
対
照
し
余
考
に

要
せ
ん

」（
注
（3）
に

同

じ
）
と
し
た
。

其
区
地
位
等
級
撰
定
、

模
範
地
村
〻

実
地
再
巡
視
ト
シ

テ
、

地
租
改
正
事
務
局
官
員
二

名
ヘ

当
課
御
用
掛
高
橋
佐
吉
郎
附
属
、

来
ル

四
月
一

日

当
地
出
発
、

左
ノ

区

順
廻
村
致
シ

候
条
、

模
範
村
ニ

テ
ハ

戸
長
及
心
得
候
村
吏
切
図
持
参
、

村
境
ヘ

出
張
案
内
可
致
候
、

且
休
泊
等
ハ

差
紙
可
申
付
候
間
、

総
代
人
ニ

於
テ

廻
村
順
之
都

合
ニ

寄
可
被
取
計
候
、

此
達
章
早
〻

順
達
可
被
致
候
也十

年
三

月
卅
日

神

奈

川

県

第
五
大
区

第
十
大
区

第
十
一

大
区

第
十
二

大
区

第
十
三

大
区

右
地
租
改
正
取
調
掛
総
代
人
御
中

尚
以
五
大
区
ニ

テ
ハ

一

日
午
前
第
十
時
小
杉
村
江
総
代
人
出
張
可
被
致
候
也
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七
月
、

巡
視
を
終
え
た
出
張
局
員
は
、

県
掛
官
と
、

闔
管
連
合
表
（
全
管
連
合
表
）
編
成
の

協
議
に

入
っ

た
。

席
上
、

局
員
は
、

従
来
の

「
収
穫

米
麦
壱
斗
内
外
ヲ

以
テ
一

段
階
ト
ナ
シ

」
た
等
級
分
け
を
、

「
薄
地
末
等
ニ

至
リ
位
当
ニ

苦
ム

モ

ア

リ
テ

窮
屈
」
と

い

う
理
由
で

「
壱
斗
五

升
ノ

段

階
ニ

更
正
ス

ル

」
こ

と
を
提
議
し
、

県
官
も
賛
成
し
、

直
ち
に

全
地
租
改
正
取
調
掛
総
代
人
・

区
長
を
召
喚
し
会
議
を
開
き
、

そ

れ
を
「
速
ニ

決

議
」
し
た
。

一

斗
五

升
段
階
に

区
分
す
る
と
い

う
の

は
、

従
来
の
一

等
級
を
甲
・

乙
・

丙
の

五

升
間
隔
に

さ
ら
に

区
分
す
る
と
い

う
こ

と
で

あ
る
。

こ

の

決
議
に
よ
り
、

総
代
人
ら
は
「
尚
商
議
ヲ

尽
シ
、

各
区
既
ニ

毎
村
ノ

収
穫
上
ニ

於
テ

斟
酌
セ

ザ
ル

ヲ

得
サ
ル

モ

ノ
ハ

、

表
面
数
字
ノ

段
階
ヲ

昇

降
シ
、

内
部
ニ

甲
・

乙
・

丙
ヲ

有
セ

シ

ヲ

彼
我
権
衡
ヲ

要
シ
、

実
際
適
当
ニ

至
ラ
シ

メ
ン

ト
数
回
算
量
ヲ

為
シ
、

折
衷
以
テ

整
合
ヲ

表
」
わ
し
、

隣

大
区
接
壌
村
々

の

連
合
等
を
再
組
織
し
、

九
月
「
更
正
表
」
を
完
成
し
た
。

こ

れ
は
「
闔
管
完
全
セ

シ

モ

ノ

ナ
レ

ハ

容
易
ニ

之
レ

ヲ

動
ス

可
ラ

サ
ル

モ

ノ

ト

」
し
、

十
二

月
中
に

各
村
か
ら
請
書
を
徴
収
す
る
こ

と
と
し
た
。

し
か
し
、

こ

れ
に

対
し
、

第
一

一

大
区
の

全
五
五

か
村
、

第
一

二

大
区
の

う
ち
二

四
か
村
、

第
一

四
大
区
の

う

ち
二

七
か
村
、

第
一

五
大
区
の

う
ち
一

か
村
、

第
一

七
大
区
の

う
ち
五
か
村
、

計
一

一

二

か
村
は
調
印
を
拒
み
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
三

月
に
い

た
っ

て

も
応
じ

よ

う

と
し

な
か
っ

た
。

一

八
七
七
年
十
二

月
二

十
六
日
付
第
一

一

大
区
各
小
区
正
副
戸
長
連
印
の

上
申
書
は
次
の

通
り
で

あ
る
。

上

申

書

第
十
一

大
区
　
各

村

右
は
地
租
改
正
ニ

付
、

田
畑
等
級
之
義
壱
斗
之
段
階
を
以
書
上
候
処
、

此
度
壱
斗
五
升
之
段
階
ニ

更
正
シ
、

闔
管
連
合
表
御
編
製
相
成
、

夫
〻

御
参
査
之
上
、

当
区

内
、

野
塩
村
を
元
ト
シ
、

村
位
ト

合
、

比
準
等
御
説
示
相
成
候
得
共
、

過
般
差
出
候
当
大
区
等
級
表
と
ハ

段
階
ニ

差
異
も
有
之
、

然
ル

ニ

顛
末
収
穫
額
御
命
令
無
之
、

特
ニ

壱
斗
五
升
之
格
而
已
ニ

而
ハ

何
分
了
解
難
仕
、

尤
右
位
当
を
以
収
穫
地
価
算
量
ニ

可
為
用
旨
被
仰
渡
ニ

付
而
ハ

、

当
区
壱
等
地
ハ

連
合
表
四
等
ニ

適
循
い

た
し

居
、

殆
高
等
ニ

被
存
、

且
当
大
区
江
接
続
之
村
〻

ニ

お
ゐ
て

も
少
異
有
之
、

右
ハ

何
レ

も
収
穫
上
比
格
之
表
目
ニ

付
、

管
内
壱
等
地
ハ

収
穫
之
数
位
何
程
よ
り
起
計

ス

ト
申
義
不
相
分
候
而
ハ

、

此
度
御
編
製
相
成
候
連
合
表
ヘ

調
印
仕
兼
候
旨
、

一

同
申
居
候
間
、

私
共
連
署
を
以
申
上
仕
候
也
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明
治
十
年
十
二

月
廿
六
日

（
人
名
略
）

要
す
る
に
、

「
更
正
表
」
を
提
示
さ
れ
た
が
、

こ

の

等
級
表
に

よ
っ

て

ど
れ
だ
け
の

収
穫
高
が
算
量
さ
れ
る
か
わ
か

ら
な
い

状
態
で

は
、

調
印
い

た
し
か
ね
る
と
い

う
に

あ
る
。

県
は
、

「
未
タ
予
定
伺
済
己
前
ニ

シ

テ

概
略
ノ

見
込
ヲ

モ

組
ミ

難
キ
旨
」
を
申
諭
し

た

が
（
注
（3）
に

同
じ
－
後
述
の

よ
う
に
、

こ

の

こ

ろ
に

は
す
で
に

伺
済
み
と
な
っ

て
い

る

）、
「
頑
論

而
已
申
募
誘
説
ノ

道
無
之
」、

請
書
を
と
ら
ぬ

ま
ま
、

放
置
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

県
も
、

右
に
の
べ

て
い

る
よ
う
に
、

九
月
改
正
事
務
局
と
の

折
衝
で
、

全
管
予
定
収
穫
高
が
、

伺
済
み
と
な
る
ま
で

は
、

こ

れ
を
総
代
人
ら
に

示
し
え
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

し
か
し
、

九
月
、

地
租
改
正
事
務
局
は
、

関
東
諸
府
県
地
方

長
官
（
ま
た
は
次
官
）
に

来
局
を

求
め
、

硬
軟
種
々

折
衝
の

末
、

収
穫
量
の

最
終
決
定
を
行
っ

た
（
大
蔵
省
蔵

松
方
文

書
）。
神
奈
川
県
で

は
、

長
官
所
労
の

た
め
代
理
と
し
て

添
田
権
大
属
が
、

全
管
調
整
を
終
え
た
等
級
表
・

収
穫
一

反
歩

当
た
り
平
均
額
算
出
の

簿
冊
を
携
え

て

出
席
し
、

局
見
込
で

は
「
到
底
民
力
に

堪
え
が
た
し
」
と
論

弁
し
、

結
局

「
局
官
の

調
成
し
た
る

収
穫
予
定
の

内
、

幾
分
か
減
石
更
正
し
て

確
定
の

石
数
御
書
正
し
に

相
成
」
っ

た
（
注
（3）
に

同

じ

）。
す
な
わ
ち
、

表
一

－
六
三

の

ご
と
く
で

あ
る
。

決
定
額
は
、

神
奈
川
県
案
よ
り
、

田
で
一

升
四
合
、

畑
で

六
升
九

合
の

増
額
で

あ
っ

た
。

つ

い

で

使
用
利
子
額
も
、

六
分
と
確
定
し
、

た
だ
深
山
僻
邑
の

地
に

は
六
分
五

厘
な
い

し
七
分

の

利
子
を
用
い

る
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。

県
は
、

こ

れ
に

も
と
づ

き
、

既
成
の

等
級
表
に

よ
っ

て
、

全
管
一

村
限
収
穫
地
価
を
算
量
し
、

こ

れ
を
各
村
に

承
諾

さ
せ
る
作
業
に

と
り
か
か
っ

た
。

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
四
月
、

よ
う
や
く
、

「
改
正
御
施
行
御
請
書
」
が
、

都
筑
・

久
良
岐
・

三

浦
・

鎌
倉
・

高
座
・

大
住
・

淘
綾
・

足
柄
上
・

足
柄
下
・

愛
甲
の

各
郡
村
々

か
ら
提
出
さ
れ
、

同
六
月
、

表1－63　神奈川県田畑1反当たり収穫高地租改正決定額

注　（1）（2）は「関東各府県見込ノ租額ト局見込トノ比較増減」大隈文書A2047早稲田大学蔵。（3）は
「神奈川県管下之内改租承服1212カ村新旧税額比較表」（『明治初年地租改正基礎資料』下巻）。
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橘
樹
・

多
摩
・

津
久
井
各
郡
か
ら
提
出
さ
れ
た
。

こ

れ
ら
は
、

県
令
ま
た
は
そ
の

代
理
添
田
二

等
属
が
、

出
張
改
正
事
務
局
員
と
と
も
に

巡
回
し
、

請
書
を
と
っ

た
も
の

で

あ
る
。

な
か
で

第
二

三

大
区
津
久
井
郡
の

山
奥
部
村
々

は
、

平
野
寄
り
の

隣
大
区
の

み
と
接
す
る
た
め
、

均
衡
上
、

等
級
が
上
昇
し
、

苦
情
を
唱
え
て
や

ま
な
か
っ

た
。

こ

れ
に

対
し
県
は
、

第
二

〇
大
区
の

相
模
原
、

第
一

八
大
区
の

海
岸
砂
浜
地
帯
に
、

現
況
は
芝
地
で

あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
丈
量
検

査
の

際
畑
地
と
し
た
部
分
が
あ
り
、

こ

れ
に

鍬
下
年
季
を
附
す
る
と
、

こ

の

部
分
の

予
定
収
穫
高
、

麦
五
三
三
一

石
が
減
少
す
る
。

県
は
、

こ

の

減

少
高
を
、

津
久
井
深
山
の

村
々

に

改
正
局
の

許
可
を
得
て

「
特
別
に

分
当
」
し
て

収
穫
高
を
減
ら
す
と
い

う
便
宜
の

措
置
を
と
り
、

苦
情
を
抑
え
た

（
注
（3）
に

同
じ
）。

し
か
し
、

三

浦
郡
の

う
ち
一

五
か
村
（
第
一

四
大
区
）、
鎌
倉
村
の

う
ち
七
か
村
（
第
一

七
大
区
）、
前
述
し
た
多
摩
郡
第
一

一

大
区
全

村
、

第
一

二

大
区
の

う
ち
川
東
村
々

は
、

「
改
租
ヲ

増
額
ナ
リ
ト
云
々

申
唱
」
え
容
易
に

請
書
に

調
印
せ
ず
、

県
は
や

む

を
え
ず
懇
諭
の

末
、

出
張

改
正
局
員
と
協
議
し
、

第
一

一

、

一

二

大
区
各
村
に

対
し
て

は

そ
の

減
租
要
求
願
書
に

「
上
申
之
趣
ハ

改
正
年
度
（
五

年
後
の

地
価
改
定
が
地
租
改
正

条
例
追
加
第
八
章
で

約
束
さ
れ
て
い

た

）
ニ

至
リ
僉
議
之
上
、

何
分
ノ

所
断
及
候
儀
ト
相
心
得
ヘ

ク
事
　
神
奈
川
県
印
」
と
奥
書
し
て

よ
う
や

く
請
書

を
と
る
こ

と
が
で

き
た
。

第
一

一

大
区
各
村
が
請
書
を
提
出
し
た
の

は
、

七
月
の

こ

と
で

あ
る
。

一

般
に

小
区
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
書
は
次
の

よ
う
な
文
言
の

も
の

で

あ
っ

た
（『
町
田
市
史
史
料
集
』
第
七
集
）。

改
租
御
施
行
御
請
書

右
者
地
租
御
改
正
ニ

付
、

当
小
区
内
田
畑
宅
地
之
義
者
毎
村
ニ

お
ゐ
て

地
租
等
級
ヲ

立
、

隣
村
接
壌
地
等
者
各
自
立
会
、

比
準
ヲ

要
シ
、

嘗
テ

表
目
上
申
致
シ

候
ニ

付
、

彼
我
権
衡
等
夫
〻

検
査
之
末
、

全
管
連
合
表
御
編
製
、

各
等
級
段
階
等
御
示
告
之
趣
、

予
テ

承
認
仕
、

則
右
位
当
ニ

基
キ
、

収
穫
地
価
等
精
密
御
調
理
法
復
御

細
議
之
上
、

算
出
表
御
示
シ

ニ

相
成
、

篤
与
視
認
候
処
、

実
地
ニ

於
テ

不
適
等
之
義
も
無
之
、

右
ヲ

以
各
段
階
之
収
穫
地
価
算
量
候
ト
キ
ハ

、

前
記
ノ

如
ク
ニ

有
之

該
地
価
ニ

応
シ
、

御
成
規
之
通
地
租
御
賦
税
相
成
候
ニ

お
ゐ
て
ハ

、

聊
違
義
無
御
座
候
、

依
而
連
署
御
請
申
上
候
也
、

但
シ

毎
筆
算
量
ニ

付
而
者
、

全
村
総
計
上
ニ
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致
リ
、

金
額
四
捨
五
入
自
位

止
ナ
ル

ヲ

以

差
異
生
ス

ル

分
有
之
候
共
、

都
而
寄
上
之
儘
記
載
差
出
候
義
与
可
相
心
得
、

尚
御
示
命
之
趣
、

逐
一

承
知
奉
畏
候
也

明
治
十
一

年
六
月
七
日

第
八
大
区
三

小
区
各
村

総

代

人

村

用

掛

戸

長

地
租
改
正
取
調
掛
総
代
人

神
奈
川
県
権
令

野
村

靖
殿

右
但
書
に

あ
る
よ
う
に
、

村
内
各
筆
に

計
算
し
て

地
価
額
を
記
入
す
る
作
業
は
、

こ

の

請
書
提
出
後
に

行
わ
れ
た
。

な
お
、

第
一

七
大
区
鎌
倉
郡
瀬

谷
村
外
六
か
村
は
、

遂
に

最
後
ま
で

承
服
せ
ず
、

改
正
事
務
局
か
ら
七
等
出
仕
有
尾
敬
重
が
自
ら

同
村
々

へ

対
し
説
諭
を
加
え
た
が
、「
頑
民
固
結
し
て

誘
説
の

道
相
絶
」
え
、

県
は
止
む
を
得
ず
、

こ

の

七
か
村
を
除
い

て
一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
七
月
二

十
五
日
出
張
改
正
局
員
の

復
命
書
と

と
も
に
、

一

八
七
六
年
度
か
ら
の

新
租
施
行
伺
を
提
出
し
、

八
月
六
日
改
正
事
務
局
の

允
可
を

得
た
。

ま
た
右
七
か
村
に

対
し

て

は
、

明
治
九
年
五
月
太
政
官
六
八
号
布
告
を
適
用
し
、

「
近

傍
類
地
等
の

比
準
を
取
り
、

相
当
の

地
価
を
定
め
こ

れ
に

地
券
を
渡
し
収
税
」
す
る
こ

と
に

決

し
た
（『
通
史
編
』4
近
代
・

現
代
（

1

）
一

四
五

ペ

ー
ジ

）。

な
お
、

山
林
原
野
に
つ

い

て

は
、

以
後
改
租
事
業
に

着
手
し
、

一

八
八
〇
年
九
月
（
改
正
事
務

局
に

よ
る
山
林
原
野
雑
地
等
地
租
改
正
許
可
）
に
い

た
っ

て

完
了
し
た
。

改正地券 大久保稔氏蔵

©神奈川県立公文書館



改
租
の

結
果

壬
申
地
券
交
付
か

ら

数
え

れ
ば
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
五

月
に
は

じ

ま

り
、

一

八

八
〇
（
明
治
十
三

）
年
九
月
に
い

た
る
七
年
四
か
月
の

歳
月
を
費

し
、

地
租
改
正
事
業
は
終
結
を
迎
え
た
。

こ

の

間
、

担
当
村
吏
は

も
ち
ろ
ん
、

一

般
農
民
の

こ

れ
に

投
じ
た
労
費
は
ば
く
大
な
も

の

で

あ
っ

た
。

改
租
に

要
し
た
民
間
の

費
額
は
、

公
式
に

計
上

さ
れ
た
も
の

だ
け
で

七
四
万
八
二

六
七
円
余
（「
府
県
地
租
改
正

紀
要
」
上
）、

そ
の

他
に

地
券
発
行
業
務
に

あ
て

る
費
用
と
し
て

地
券
証
印
税
一

四
万
二

二

五
八
円
余
が
徴
収
さ
れ
て
い

る
。

こ

の

合
計
八
九
万
〇
五
二

五

円
は
、

改
租
後
に
お
け
る
一

年
分
の

田
畑
宅
地
地
租
八
五
万
五
〇
四
二

円
を
優
に

上
回
る
金
額
で

あ

る
。

こ

う
し
た
長
期
に

わ

た

る

歳
月
と
多
額
の

労
費
を
費
し

て
、

農
民
が
得
た
の

は
、

所
持
地
に

対
す
る
私
的
土
地
所
有
権

（
地
券
）
と
重
い

地
租
の

納
付
義
務
と

で

あ
っ

た
。

地
租
改
正

に

よ
っ

て

県
の

田
畑
宅
地
合
計
地
租
は
増
加
し
た
（
表
一

－
六

四

）。
一

八
七
七
年
以
降
地
租
は
、

土
地
百
分
の

二
・

五
に

減
額

さ
れ
る
が
、

そ
の

減
租
後
の

額
と
対
比
し
て

も
、

旧
租
に
比
し

表1－64　神奈川県の地租改正による地租の増減

注　（1）（2）は「関東各府県見込ノ租額ト局見込トノ比較増減差引書」大隈文書A2047早稲田大学
蔵。

（3）は「神奈川県管下武蔵相模国之内改租承服1212カ村新旧税額比較表」『明治初年地租改
正基礎資料』下巻。

（4）同上から算出。

表1－65　地租改正による増減租の村数

注　南多摩郡は沢木武美「地租改正による神奈川県内陸部畑作地帯の増租と小作料」（注（4）参
照）。橘樹郡は「明治6，7，8，3ケ年旧租平均改租百分ノ二ケ半ト差引」（添田家文書）。
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三

万
八
〇
〇
〇
円
余
の

増
加
と
な
っ

て
い

る
。

そ
の

内
訳
は
、

田
方
減
租
・

畑
方
増
租
で
、

畑
方
の

著
し
い

増
租
が
、

田
方
で

の

減
租
額
を
上
回
っ

て
い

る
。

こ

こ

に
、

畑
地
勝
ち
の

神
奈
川
県
に
お
け
る
地
租
改
正
の

特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

畑
方
で
の

増
租
は
、

す
で

に

当
初
の

段
階
で

県
が

見
込
ん
で
い

た
と
こ

ろ
で

あ
る
が
、

一

八
七
七
年
減
租
の

後
で

さ
え
、

旧
租
の

二
・

五

倍
と
い

う
農
民
に
と
っ

て

き
び
し
い

も
の

で

あ
っ

た
。

し
か
も
、

こ

こ

で
い

う
旧
租
は
、

明
治
六
、

七
、

八
年
の

貢
租
額
の

平
均
、

す
な
わ
ち
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
政
府
の

安
石
代
廃
止
措
置
で

畑
租
が
倍
増
し

た
後
の

額
で

あ
る
。

し
た
が
っ

て
、

旧
幕
期
の

畑
租
と
対
比
す
れ
ば
、

新
租
の

増
加
は
四
倍
以
上
に

達
す
る
で

あ
ろ
う
。

し
た
が
っ

て
、

地
租
改
正

は
、

県
下
で

も
、

と
り
わ
け
内
陸
畑
作
地
帯
（
多
摩
・

高
座
・

津
久
井
・

愛
甲
郡
等
）
に

深
刻
な
影
響
を
与
え
た
（
注
（4）
沢
木
論
文
）。

畑
作
地
帯
南
多
摩

郡
の

う
ち
五
五
か
村
と
水
田
地
帯
橘
樹
郡
一

二
一

か
村
と
の

改
租
に
よ
る
増
減
傾
向
を
対
比
し
た
表
一

－
六
五

は
、

南
多
摩
郡
が
、

地
租
を
地
価
百

分
の

三

と
し
て
の

計
算
な
の
で
、

い

く
ら
か
の

斟
酌
を
要
す
る
が
、

畑
作
地
帯
増
租
・

水
田
地
帯
減
租
の

傾
向
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

こ
の

結
果
は

や
が
て
、

明
治
十
年
代
後
半
に

お
い

て
、

畑
作
、

と
く
に

養
蚕
地
帯
の

農
民
に

深
刻
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ

と
と
な
っ

た
。

注（

1

）
　「
地
租
改
正
位
当
部
分
書
上
　
第
五

大
区
四
小
区
末
長
村
」
川
崎
市
高
津
区
　
中
山
清
家
文
書
。

（

2

）
　「
明
治
八
年
十
二

月
　
反
別
等
級
上
達
止
　
第
拾
壱
大
区
拾
小
区
長
」
東
京
都
東
大
和
市
蔵
敷
　
内
野
禄
太
郎
家
文
書
。

（

3

）
　「
明
治
十
二

年
十
月
　
河
野
少
書
記
官
殿
ヨ

リ
推
問
ニ

付
呈
ス

　
地
租
等
級
組
織
方
法
及
改
租
調
理
順
序
施
行
差
示
ニ

至
迄
概
略
手
続
書
　
添
田

」
横
浜
市
鶴

見
区
　
添
田
茂
樹
家
文
書
。

（

4

）
　
沢
木
武
美
「
地
租
改
正
に
よ
る
神
奈
川
県
内
陸
部
畑
作
地
帯
の

増
租
と

小
作
料
」（
神
奈
川
大
学
大
学
院
『
研
究
論
集
』
第
一

号
）。
関
順
也
「
多
摩
の

地
租

改
正
」（『
創
価
経
済
論
集
』
六
巻
一

号
）。

（

5

）
　「
第
九
大
区
地
位
等
級
比
較
表
」
第
九
大
区
九
小
区
横
川
村

横
川
家
文
書
、

八
王
子
市

鈴
木
弘
明
氏
蔵
。

「
第
八
大
区
地
位
等
級
比
較
表
」
四
小
区
図
師
村

鈴
木
弥
右
衛
門
、

『
町
田
市
史
史
料
集
』
第
七
集
。

「
第
二

十
大
区
村
々

地
位
等
級
比
較
表
」
座
間
市

大
矢
純
一

家
文
書
。
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（6）
　
前
掲
「
地
租
改
正
雑
集
　
弐
」。
第
五
大
区
地
租
改
正
総
代
人
田
村
義
員
（
区
長

）「
控
」
筑
波
大
学
蔵
　
川
崎
市
高
津
区
　
田
村
家
文
書
。

（
7

）
　「
明
治
十
年
一

月
起

公
用
日

誌
　
田
村
」
前
掲
田
村
家
文
書
。
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第
四
章
　
維
新
期
の

神
奈
川
県
財
政

明
治
前
期
の

地
方
行
財
政
制
度
は
、

日
本
全
体
に
つ

い

て
そ

う
で

あ
る
よ
う
に
、

神
奈
川
県
の

場
合
も
一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
の

い

わ
ゆ
る
三

新
法
（「
郡
区
町
村
編
制
法
」、
「
府
県
会
規
則
」、
「
地
方
税
規
則
」）
の

制
定
を
境
に

し
て
、

二

つ

の

時
期
に

分
け
て

考
え
る
こ

と
が
で

き
る
。

そ
れ
に

先
立

つ

一

〇
年
間
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、

古
い

封
建
的
な
制
度
を
改
廃
し
て
、

新
し
い

時
代
に

適
応
す
る
制
度
を
つ

く
り
出
し
て

い
っ

た
時
期
で

あ
り
、

三

新
法
が
そ
の
い

ち
お
う
の

到
達
点
を
な
し
て
い

る
の

で

あ
る
。

も
っ

と
も
、

神
奈
川
県
の

場
合
は
の

ち
に

み
る
よ
う
に
、

三
新
法
の

適
用
に

当
た
っ

て
、

他
の

諸
県
と
多
少
趣
を
異
に

し
、

東
京
や
大
阪
な
ど
と
と
も
に

市
部
（
区
部
と
よ
ば
れ
た

）
と
郡
部
と
で
、

県
の

財
政

を
分
離
す
る
制
度
が
採
用
さ
れ
、

そ
の

制
度
が
県
の

行
財
政
の

う
え
で

大
き
な
意
味
を
も
っ

た
か
ら
、

時
期
区
分
の

画
期
を
そ
の

導
入
の
一

八
八
一

年
に

し
た
ほ

う
が
よ
い

の

か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

そ
れ
も
三

新
法
体
制
の
一

変
種
な
の

で

あ
る
か
ら
、

広
い

意
味
で
は
や
は
り
三

新
法
を
画
期

と
す
る
と
い
っ

て

よ
い

わ
け
で

あ
る
。

し
た
が
っ

て
、

「
明
治
維
新
期
の

神
奈
川
県
経
済
」
を
対
象
と
す
る
本
編
で

財
政
を
採
り
上
げ
る
場
合
、

維

新
の

は
じ
め
か
ら
こ
の

時
期
ま
で

を
扱
う
の

が
適
当
で

あ
ろ
う
。
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第
一

節
　
県
財
務
機
構
の

整
備

明
治
元
年（
一

八
六
八

）
四
月
二

十
日
、

旧
幕
府
の

神
奈
川
奉
行
所
が
新
政
府
に

接
収
さ
れ
て

神
奈
川
裁
判
所
と
改
称
さ
れ
、

新
し
い

時
代
の

県
行

政
が
、

し
た
が
っ

て

県
財
政
が
発
足
す
る
こ

と
に
な
る
。

こ

の

時
、

同
裁
判
所
の

管
轄
は
わ
ず
か
一

万
二

〇
〇
〇
石
だ
っ

た
が
、

間
も
な
く
周
囲
一

〇
里
郡
内
の

所
轄
へ

と

拡
大
さ
れ
た（
県
立
図
書
館
『
神
奈
川
県
史
料

』
第
一

巻
二
ペ

ー
ジ
。

以
下
、

本
書
を
示
す
場
合
は
た
ん
に
『
県
史
料

』
と
記
し
、

同
『
県

史
料

』
の

他
の

巻
を
示
す
場
合
に
の

み
、

た
と
え
ば
『
県
史
料

』
第
四
巻
の

よ
う
に
、

巻
数
を
記
す

）。
と
こ

ろ
で
、

神
奈
川
県
の

場
合
は
、

は
じ
め
か
ら
他

府
県
と
は
か
な
り
の

違
い

を
も
っ

て

い

た
。

と
い

う
の

は
、

本
県
は
維
新
期
に

中
央
政
府
が
全
国
一

律
に

策
定
す
る
地
方
行
財
政
制
度
で

は
処
理
し

き
れ
な
い

問
題
を
か
か
え
て

お
り
、

そ
れ
が
成
立
当
初
の

本
県
の

行
財
政
機
構
に

も
反
映
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
節
で

は
、

そ
の

点
を
中
心
に
し

て
、

こ

の

時
期
の

行
財
政
機
構
の

変
遷
を
た
ど
る
こ

と
に

し
よ
う
。

一

　
県
行
財
政
機
構
の

特
徴

対
内
・

対
外
の

二

重
行
政
機
構

維
新
の

動
乱
期
に

も
、

横
浜
で

は
た
い

し
た
混
乱
な
く
平
穏
裡
に

幕
府
か
ら
新
政
府
へ

と
支
配
が
移
行
し
た
が
、

そ
の

背
景
に

は
、

イ
ギ
リ
ス

を
は
じ
め
当
地
に

あ
る
外
国
勢
力
の

武
力
に

よ
る
横
浜
管
理
が
あ
っ

た
。

い

う
ま
で

も
な
く
、

開
港
地
と
し
て

横
浜
は
外
国
人
居
留
地
を
も
っ

て
お
り
、

旧
体
制
崩
壊
と
新
体
制
成
立
と
の

間
隙
に

生
ず
る
で

あ
ろ
う
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
、

た
ん
に

居
留
地
の
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み
な
ら
ず
横
浜
全
体
に
つ

い

て
、

一

時
的
な
外
国
の

管
理
が
な
さ
れ
、

新
旧
権
力
は
双
方
と
も
こ

れ
を
尊
重
し
た
か
ら
で

あ
る
（
く
わ
し
く
は
横
浜
市

『
横
浜
市
史
』
第
三

巻
上
第
一

章
を
参
照
）。

こ

こ

に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、

横
浜
＝

神
奈
川
県
は
他
に

例
を
み
な
い

特
殊
な
対
外
関
係
を
も
っ

て
い

て
、

そ
れ
が
成
立
当
初
の

県
行
財
政
機
構
に

著
し
い

特
色
を
与
え
る
こ

と
と
な
る
。

も
っ

と
も
、

成
立
当
初
は
ほ
と
ん
ど
す
べ

て

旧
神
奈
川
奉
行
の

制
度

を
そ
の

ま
ま
引
き
継
ぎ
、

機
構
や
役
職
の

名
称
を
変
え
た

に

と

ど

ま
っ

て
い

た
。

ま

ず
、

神
奈
川
裁
判
所
を
横
浜
裁
判
所
と
戸
部
裁
判
所
に

分
け
、

そ

れ
ぞ
れ
を
対
外
・

対

内
行
政
の

担
当
と
し
た
。

両
裁
判
所
は
の

ち
に

合
併
さ
れ
る
が
、

そ
の

際
は
そ
れ
ぞ
れ

神
奈
川
府
（
明
治
元
年
六
月
に

神
奈
川
裁
判
所
か
ら
改
称
）
の

外
政
局
と
内
政
局
と
な
り
、

つ

づ
い

て

九
月
に

府
が
廃
さ
れ
て

県
と
な
っ

て

も
、

こ

の

制
度
は

引
き
続
く
。

な
お
、

明
治
三

年
（
一

八
七
〇
）
二

月
に
は
、

内
政
局
・

外
政
局
の

呼
称
が
内
庁
・

外
庁
と
変
わ

っ

た
が
、

二

本
建
て
の

組
織
は
そ
の

ま
ま
で

あ
る
。

い

ま
、

『
県
史
料
』
に
し
た
が
っ

て
、

内
政
局
・

外
政
局
の

組
織
を
図
示
す
る
と
、

左
の

よ
う
に

な
る
。

こ

こ

で

は
、

内
政
担
当
の

知
県
事
は
、

同
時
に

外
交
担
当
の

外
国
官
判
事
を
兼
ね
て

お
り
、

か
れ
に

統
率
さ
れ
る
内
外
担
当
の

組
織
は
、

い

ず
れ
も
等
し
い

機
構
を
も
っ

て

い

る
。

当
時
は
ま
だ
全
国
的
な
府
県
行
政
組
織
は
定
め
ら
れ
て
い

な
か
っ

た
が
、

し
か

し
、

こ

う
し
た
内
政
外
政
に
つ

い

て
、

た
が
い

に

同
じ
比
重
を
も
つ

組
織
を
も
っ

た
府

県
は
他
に

見
当
た
ら
な
い

の

で

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の

役
職
の

職
務
は
、

『
県

史
料
』
一

一

九
ペ

ー
ジ

以
下
に

記
さ
れ
て
い

る
が
、

そ
の

う
ち
財
務
に

関
す
る
も
の

が

『神奈川県史料』全巻 内閣文庫蔵
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特
記
さ
れ
て
い

る
の

は
、

庶
務
で

あ
っ

て
、

「
外
政
内
政
ノ

市
政
農
政
収
税
会
計
…
…
等
ノ

数
課
ヲ

分
配
シ

テ

諸
般
ヲ

施
行
ス

ヘ

シ

」
と
あ
る
。

明
治
二（
一

八
六
九

）
年
七
月
に

「
県
官
人
員
並
常
備
金
規
則

」
に
よ
っ

て
、

全
国
府
藩
県
官
定
員
が
定
め
ら
れ
た
が
、

神
奈
川
県
と
し
て

は
、

対

外
関
係
を
は
じ
め
貿
易
の

拡
大
や
人
口

移
動
に
と
も
な
う
係
争
増
加
な
ど
特
別
な
事
情
が
あ
る
ゆ
え
、

他
県
と
同
じ
取
扱
い

を
さ
れ
な
い

よ
う
、

く

り
返
し
中
央
に

要
請
し
、

結
局
は
そ
れ
が
か
な
り
認
め
ら
れ
て
い

る

（「
県
官
人
員
並
常
備
金
規
則

」
に
つ

い

て

は
、

自
治
省
『
府
県
制
度
資
料

』
下

四
－

六
ペ

ー
ジ

を
、

神
奈
川
の

対
応
に
つ

い

て
は
、

『
県
史
料

』
一

一

九
－
一

二

二

ペ

ー
ジ

を
参
照

）。
そ
の

場
合
、

右
の

神
奈
川
県
の

要
請
は
多
く
の

定
員
外
職
員

を
必
要
と
す
る
と
い

う
こ

と
で

あ
っ

た
ら
し
く
、

「
外
政
ハ

固
ヨ

リ
制
外
タ
ル

ヲ

以
テ

常
ニ

職
員
ノ

定
数
ヲ

限
ル

コ

ト

無
ク

」（『
県
史
料

』
一

二

〇
ペ

ー
ジ

）
と
い

う
文
か
ら
推
す
と
、

対
外
担
当
に
つ

い

て
は
お
そ
ら
く
右
の

定
員
に

拘
束
さ
れ
ず
、

従
前
か
ら
の

外
庁
を
そ
の

ま
ま
持
ち
越
し
た
の

で

あ
ろ
う
（
こ

の

点
『
横
浜
市
史

』
第
三

巻
上

二

二
ペ

ー
ジ
の

解
釈
と
く
い

ち
が
う
が
、

引
用
し
た
『
県
史
料

』
の

文
面
か
ら
は
本
文
の

よ
う
に

推
測
し
う
る
と
考
え

（『
県
史
料
』
第
一

巻
一

一

八
ペ

ー
ジ

）
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る
。

な
お
『
県
史
料
』
一

二

二
ペ

ー
ジ

を
も
参
看
さ
れ
た
い

）。
こ

う
し
た
対
内
・

対
外
に

わ
た
る
二

重
の

行
政
機
構
は
、

そ
う
で

な
い

府
県
に

く
ら
べ

て
、

当
然
そ
の

裏
付
け
と
な
る
例
外
的
な
財
源
を
必
要
と
す
る
が
、

そ
の

点
に
つ

い

て
は
第
二

節
で

述
べ

る
こ

と
に

す
る
。

中

央

官

庁

機
能
の

代
行

県
が
担
当
し
た
外
交
事
務
は
、

整
備
さ
れ
た
政
府
機
構
を
前
提
と
す
れ
ば
、

い

う
ま
で

も
な
く
中
央
政
府
の

機
能
た
る
べ

き
も
の

で
、

県
は
そ
れ
を
代
行
し
た
の

で

あ
っ

た
が
、

対
内
行
政
で

も
や
は
り
中
央
政
府
未
整
備
の

た
め
に
、

県
が
代
行
し
た
も
の

が
か

な
り
あ
っ

た
。

こ

れ
は
、

当
時
と
し
て
は
神
奈
川
県
に

限
っ

た
こ

と
で
は
な
か
っ

た
が
、

こ

の

時
期
の

県
行
財
政
を
特
徴
づ

け
た
も
の

で

あ
っ

た
こ

と
に

変
わ
り
は
な
い
。

そ
の

第
一

は
、

税
関
事
務
で

あ
る
。

こ

れ
は
対
外
関
係
で

あ
る
か
ら
、

前
項
で

述
べ

た
領
域
に

含
ま
れ
る
が
、

の

ち
に

大
蔵
省
に

吸
収
さ
れ
る
の

で
、

こ

こ

に

含
め
て
お
く
。

は
じ
め
、

神
奈
川
裁
判
所
が
神
奈
川
奉
行
を
引
き
継
い

だ
際
、

自
動
的
に

当
時
の

税
関
に

当
た
る
運
上
所
も
引
き
継
い

だ
。

そ
の

の

ち
、

明
治
四
年（
一

八
七
一

）
八
月
に

開
港
開
市
場
の

税
務
は
大
蔵
省
の

管
轄
た
る
べ

き
旨
が
決
定
さ
れ
て
、

同
年
十
一

月
か
ら
東
西
運

上
所
は
同
省
へ

引
き
渡
さ
れ
た
。

そ
の
二

は
、

軍
事
で

あ
る
。

軍
事
は
い

う
ま
で

も
な
く
中
央
政
府
専
管
事
項
で

あ
る
が
、

過
渡
期
の

現
象
と
し
て

県
が
所
管
し
た
こ

と
は
、

前
掲

の

県
役
職
図
で

示
さ
れ
て
い

る
と
お
り
で

あ
る
。

こ

れ
も
旧
神
奈
川
奉
行
か
ら
引
き
継
い

だ
も
の

で
、

判
官
事
＝

知
県
事
の

職
務
の

ひ
と
つ

に

「
県

兵
ヲ

監
ス

ル

」（『
県
史
料
』
一

一

五
ペ

ー
ジ

）
こ

と
が
含
ま
れ
て
い

る
。

も
っ

と
も
、

中
央
政
府
と
し
て

は
兵
制
統
一

の

必
要
か
ら
、

明
治
元
年
八
月
に

い

ち
は
や
く
各
府
県
に

対
し
て

府
県
兵
を
禁
止
す
る
旨
を
布
告
し
た
の

で

あ
る
が
、

こ

れ
に
つ

い

て
、

神
奈
川
県
は
他
府
県
と
は
ち
が
っ

て

「
右
兵

員
之
儀
ニ

付
テ
ハ

各
国
ヨ

リ
申
立
モ

有
之
…
…
一

日
モ

不
可
欠
急
務
ニ

付
」（『
県
史
料
』
第
五
巻

五
三
二
ペ

ー
ジ

）
存
置
す
る
こ

と
を
認
め
て

ほ

し
い

旨
上
申
し
、

そ
の

結
果
が
前
掲
図
の

よ
う
な
県
軍
事
組
織
と
な
っ

た
の

で

あ
り
、

お
よ
そ
五
〇
〇
人
ほ
ど
の

府
兵
な
い

し
県
兵
を
保
有
し
て
い

た
。

も
っ

と
も
、

軍
監
や

大
隊
長
な
ど
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
て

い

て
、

こ

れ
に
よ
っ

て

中
央
の

統
率
が
維
持
さ
れ
た
も
の

の

よ
う
で

あ
る
。
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そ
の

三

は
、

裁
判
機
構
で

あ
る
。

こ

れ
は
全
国
共
通
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

は
じ
め
「
部
内
人
民
ノ

訴
訟
ヲ

裁
断
」（『
県
史
料
』
一

一

五
ペ

ー
ジ

）
す

る
の

は
知
県
事
の

役
目
で

あ
っ

て
、

具
体
的
に
は
、

財
務
と
同
じ
く
庶
務
の

担
当
で

あ
っ

た
。

さ
き
に
、

本
県
が
全
国
一

律
の

定
員
に

従
い

難
い

旨

を
上
申
し
た
と
述
べ

て
お
い

た
が
、

そ
の

際
ふ

れ
た
よ
う
に
、

県
の

理
由
付
け
の

ひ
と
つ

と
し
て
、

当
地
の

貿
易
の

拡
大
に

伴
い

「
移
住
内
外
商
民

相
増
随
テ

他
所
出
入
ノ

者
公
事
聴
訟
ヲ

始
メ

」（『
県
史
料
』一
一

九
ペ

ー
ジ

）事
務
が
繁
多
で

あ
る
の

で
、

定
員
で

は
不
足
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い

た
。

そ
の

四
は
、

官
業
で

あ
る
。

新
設
の

神
奈
川
裁
判
所
が
旧
神
奈
川
奉
行
を
引
き
継
い

だ
際
、

同
時
に

同
裁
判
所
は
旧
幕
府
が
経
営
し
て

い

た
横
浜

製
鉄
所
お
よ
び
横
須
賀
製
鉄
所
を
接
収
し
て

そ
の

管
轄
下
に

お
い

た
。

そ
の

ほ
か
、

明
治
に

入
っ

て

か
ら
設
置
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
が
、

伝
信
機
・

燈
明
台
と
い

う
よ
う
な
施
設
も
、

当
初
、

県
の

仕
事
と
し
て
は
じ
め
ら
れ
て
い

た
。

前
掲
図
に

か
か
わ
ら
せ
て
い

え
ば
、

こ

の

う
ち
製
鉄
所
と
燈
明

台
が
庶
務
で

扱
わ
れ
て
い

た
こ

と
は
明
示
さ
れ
て
い

る
が
、

伝
信
機
に
つ

い

て

も
そ
う
で

あ
っ

た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

（『
県
史
料
』
一

一

六
ペ

ー

ジ
、

同
書
第
五
巻

四
七
五
ペ

ー
ジ

）。

こ

れ
ら
が
、

財
政
的
に

み
て

ど
れ
ほ

ど
の

意
義
と
機
能
を
も
っ

て
い

た
か
を
数
量
的
に

分

離
し

て

と
り
出
す

こ

と
は
、

目
下
の

と
こ

ろ
不
可
能
で

あ
る
が
、

県
当
局
が
し
ば
し
ば
主
張
し
て
い

る
よ
う
に
、

そ
れ
ら
の

多
く
が
、

他
府
県
に

く
ら
べ

て

の

神
奈
川

県
の

特
色
で

あ
り
、

か
つ

特
別
な
負
担
で

あ
っ

た
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
れ
ら
は
中
央
に
お
け
る
統
一

的
地
方
行
財
政
制
度
確
立

へ

の

歩
み
に

し
た
が
っ

て
、

次
第
に

整
理
さ
れ
、

本
県
も
他
府
県
並
み
の

よ
り
縮
小
さ
れ
た
行
財
政
を
い

と
な
む
よ
う
に

な
っ

て
い

く
。

そ
の

点
を
、

次
項
で

と
り
ま
と
め
る
こ

と
に

し
よ
う
。
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二

　
県
行
財
政
機
構
の

縮
小
・

整
備

沿

革

今
ま
で

み
て

き
た
様
相
は
、

い

ず
れ
も
ひ
と
言
で
い

え
ば
、

中
央
政
府
権
力
機
構
の

未
確
立
を
前
提
と
し
た
過
渡
的
な
、

そ
れ
ゆ

え
、

県
と
し
て

は
い

わ
ば
過
度
の

負
担
を
示
す
も
の

で

あ
っ

た
か
ら
、

そ
れ
ら
は
中
央
政
府
の

整
備
に
と
も
な
っ

て

次
第
に

縮
小

さ
れ
、

解
消
し
、

神
奈
川
県
が
他
府
県
と
同
様
の

行
財
政
制
度
を
も
つ

よ
う
に

な
っ

て

い

く
の

は
、

自
然
の

成
行
き
で

あ
っ

た
。

本
項
で

は
そ
の

点

を
追
跡
す
る
こ

と
に

し
よ
う
。

ま
ず
、

本
来
中
央
政
府
が
担
う
べ

き
機
構
で
、

は
じ
め
に

中
央
へ

引
き
上
げ
ら
れ
た
の

は
、

横
浜
・

横
須
賀
の

両
製
鉄
所
で
、

こ

れ
ら
は
い

ず
れ

も
明
治
二

年（
一

八
六
九

）
十
月
に

大
蔵
省
に

移
管
さ
れ
た
。

つ

づ
い

て
、

明
治
三

年
十
月
に

伝
信
機
が
民
部
省
へ

、

明
治
四
年
七
月
燈
明
台
が
大
蔵

省
へ

そ
れ
ぞ
れ
職
員
と
も
ど
も
移
さ
れ
た
。

も
っ

と
も
、

こ

れ
ら
は
い

ず
れ
も
中
央
と
地
方
を
通
ず
る
行
財
政
制
度
と
し
て

は

枢
要
な
も
の

で
は
な

く
、

そ
の

移
管
が
本
質
的
に

大
き
な
意
味
を
も
つ

と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
、

明
治
四
年
八
月
の

県
兵
廃
止
、

十
月
の

運
上
所
の

大
蔵
省
移
管
は
、

中
央
集
権
制
度
の

整
備
お
よ
び
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
県
行
財
政
の

縮
小
・

整
理
と
し
て

重
要
な
意
義
を
も
つ
。

こ

の

こ

と
は
、

そ
れ
ら
が
い

ず
れ
も

国
家
権
力
の

存
立
に

か
か
わ
る
も
の

で

あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、

容
易
に

理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
財
政
負
担
と
し
て

も
、

こ

の

二

つ

は

中
央
政
府
の

肩
代
わ
り
と
し
て
は
最
大
の

も
の

だ
っ

た
の

で
は
あ
る
ま
い

か
。

同
じ
明
治
四
年
十
一

月
に

全
国
的
な
「
県
治
条
例
」
が
発
布
さ
れ
、

い

ち
お
う
そ
れ
に
の
っ

と
っ

て
、

神
奈
川
県
裁
判
所
に

も
、

左
の

よ
う
な
分

課
が
置
か
れ
た
。

内
庁
…
…
…
庶
務
・

租
税
・

聴
訟
・

出
納
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外
庁
…
…
…
庶
務
・

聴
訟
・

文
書
・

出
納
・

条
約
未
済
国
事
務
取
扱
・

邏
卒

一

般
の

府
県
は
、

こ

の

う
ち
内
庁
に

当
た
る
も
の

を
も
つ

に

す
ぎ

な
い

の

で

あ
っ

て
、

神
奈
川
県
は
そ
れ
ま
で

に

対
内
的
な
中
央
政
府
業
務
か
ら
は
解
放
さ
れ
て

き
て
い

た
と
は
い

え
、

こ

の

時
点
で
は
、

な
お
依
然
と
し
て

内
庁
を
し
の

ぐ
大
規
模
な
外
庁
を

も
つ

特
異
な
県
だ
っ

た
こ

と
に

変
わ
り
な
い
。

明
治
五

年
八
月
に
は
、

裁
判
事
務
が
新

設
の

神
奈
川
裁
判
所
（
従
来
の

「
県
庁
」
を
意
味
す
る
も
の

と
ち
が
っ

て
、

こ

れ
は
近
代
的
な

意
味
で
の

そ
れ

－
筆
者
）
に

移
さ
れ
る
と
と
も
に
、

聴
訟
課
が
廃
止
さ
れ
、

官
員
は
司

法
省
に

移
管
さ
れ
た
。

一

年
た
ら
ず
前
、

全
国
共
通
の

体
系
的
な
規
定
と
し
て

施
行
さ

れ
た
「
県
治
条
例
」
に

含
ま
れ
て

い

た
聴
訟
課
が
、

こ

う
し
て

廃
止
さ
れ
た
わ
け
で
、

こ

れ
は
い

か
に

め
ま
ぐ
る
し
く
中
央
レ

ベ

ル

で

地
方
制
度
を
改
廃
・

整
備
し
て
い

っ

た

か
の
一

例
と
い

え
よ
う
。

そ
し
て
、

こ

れ
ま
で
の

整
理
に

よ
っ

て
、

内
政
面
で

の

過
渡

的
な
中
央
政
府
機
能
肩
代
わ
り
は
ほ
ぼ
解
消
し
た
と
み
な
し
て

さ
し
つ

か
え
な
い
。

さ

ら
に
、

維
新
初
期
の

神
奈
川
県
行
財
政
を
特
徴
づ

け
た
大
規
模
な
対
外
事
務
機
構
も
、

一

八
七
六（
明
治
九
）
年
七
月
を
も
っ

て

終
え
る
こ

と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、

こ

の

月
、

内

外
庁
の

区
別
が
廃
止
さ
れ
て

内
庁
庶
務
課
は
庶
務
課
と
な
り
、

外
庁
庶
務
課
が
対
外
面
を
総
括
す
る
外
務
課
に

変
わ
り
、

他
の

諸
課
は
内
外
併
合
さ

れ
（
条
約
未
済
国
事
務
取
扱
課
は

前
年
に

廃
止
さ
れ
て
い

る

）、
神
奈
川
県
も
は
じ
め
て

他
の

諸
府
県
並
み
の

機
構
へ

と
縮
小
・

整
備
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

こ

こ

に

お
い

て
、

神
奈
川
県
行
財
政
史
は
、

維
新
期
の

ひ
と
つ

の

転
機
を
む
か
え
た
と
い
っ

て

よ
い

で

あ
ろ
う
。

も
っ

と
も
、

右
の

変
更
の

結
果
、

神奈川県事務章程 県史編集室蔵
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各
課
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

な
か
に

多
か
れ
少
な
か
れ
対
外
事
務
を
含
む
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
か
ら
、

「
内
外
ノ

各
課
混
合
シ

職
員
ノ

制
限
復
タ
定

規
ニ

準
ス

ル

ヲ

得
ス

」（『
県
史
料
』
一

二

三
ペ

ー
ジ

）
と
い

う
か
た
ち
で
、

む
し
ろ
特
殊
性
が
内
向
し
た
と
い

え
ば
い

え
な
く
は
な
い

が
、

組
織
と
し

て

大
幅
に

整
理
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ

た
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

そ
れ
が
体
系
化
さ
れ
た
の

は
、

九
月
一

日
か
ら
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、

大
綱
と
し
て

「
県
治
条
例
」
に

立
脚
し
つ

つ
、

県
の

具
体
的
な
事
情
に

適
応
さ
せ
て

作
成
さ
れ
た
「
神
奈
川
県
職
制
」
お
よ
び
「
神

奈
川
県
事
務
章
程
」
に

も
と
づ

く
組
織
が
、

こ

の

時
か
ら
は
じ
ま
っ

た
か
ら
で

あ
る
。

こ

の

体
制
に
よ
っ

て
、

県
は
録
事
・

外
務
・

租
税
・

地
券
・

警
保
・

出
納
・

庶
務
・

営
繕
・

訳
文
・

監
察
の
一

〇
課
を
置
き
、

そ
の

事
務
を
遂
行
す
る
こ

と
と
な
っ

た
。

こ

の

う
ち
、

租
税
・

地
券
・

出
納
が
直

接
に

県
財
政
を
担
当
す
る
課
で

あ
る
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い

が
、

そ
の

他
の

課
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で

財
務
行
政
に

関
与
し
て
い

る
こ

と
が

「
事
務
章
程
」
か
ら
わ
か
る
。

そ
こ

で
、

維
新
期
を
代
表
す
る
こ

の

「
事
務
章
程
」
に

よ
っ

て
、

当
時
の

特
徴
的
な
財
務
行
政
を
と
り
出
し
て

み
よ

う
。租

税
課
な
ど

ま
ず
租
税
課
は
、

「
租
税
一

切
ノ

事
務
」（
以
下
、

『
資
料
編

』16

近
代
・

現
代
（6）
二
三

お
よ
び
『
県
史
料
』
三

－
九
ペ

ー
ジ
に

よ
る

）
を
司

ど
る
が
、

そ
の

意
味
は
中
央
政
府
の

租
税
お
よ
び
県
限
り
の

い

わ
ば
県
税
を
取
り
扱
う
と
い

う
こ

と
で

あ
っ

て
、

同
「
章
程
」
の

同
課
に

関
す
る
規
定
の

大
部
分
は
、

中
央
の

租
税
の

賦
課
徴
収
に

あ
て

ら
れ
、

問
題
の

あ
る
場
合
は
、

大
蔵
省
に

具
状
し
て

指
揮
を
乞
う
べ

き
こ

と

が
、

繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い

る
。

「
毎
月
米
穀
ノ

時
価
ヲ

検
シ

テ

大
蔵
省
ニ

報
知
ス

ル

コ

ト

」
も
、

地
租
が
米
納
か
ら
金
納
へ

変
わ
ろ
う
と
す
る
当

時
と
し
て

は
重
要
な
役
目
で

あ
っ

た
。

と
も
あ
れ
、

県
の

租
税
課
の

大
部
分
の

役
割
は
、

中
央
の

租
税
の

徴
収
機
構
た
る
こ

と
に

あ
っ

た
と
い
っ

て

よ
い

よ
う
で

あ
る
。

こ

れ
に

対
し
て
、

県
の

税
に
つ

い

て

は
ご
く
簡
単
に

「
本
県
ノ

費
用
ニ

供
ス

ヘ

キ

諸
税
ノ

管
下
ニ

賦
ス

ル

モ

ノ
ハ

例
格
ニ

照
シ

徴
収
シ

テ

之
レ

ヲ

出
納
課
ニ

交
附
ス

」、
「
毎
月
賦
金
取
立
帳
簿
ヲ

精
算
浄
写
シ

テ

長
官
ノ

検
印
ヲ

受
ケ
之
レ

ヲ

課
中
ニ

蔵
ス

」
と

あ

る

に

と
ど
ま

り
、

規
定
全
体
の
一

〇
分
の
一

程
度
の

分
量
を
占
め
て
い

る
に

す
ぎ
な
い
。

な
お
、

こ

の

租
税
課
や
出
納
課
の

規
定
に
は
、

当
然
租
税
を
示
す
語
が

©神奈川県立公文書館



み
ら
れ
る
が
、

そ
れ
が
か
な
り
多
様
で

あ
っ

て
、

ま
だ
中
央
・

地
方
の

租
税
体
系
が
整

備
さ
れ
て
い

な
い

こ

と
、

お
よ
び
地
方
の

な
か
で

も
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
あ
っ

た
こ

と

が
示
唆
さ
れ
て
い

る
。

租
税
・

正

租
・

公
税
な
ど
が
中
央
の

租
税
を
さ
し
、

県
の

税
は

「
本
県
ノ

費
用
ニ

供
ス

ヘ

キ

諸
税
」
・

県
税
（
金
）
お
よ
び
賦
金
な
ど

と

よ

ば

れ
て
い

る
。地

券
課
は
、

従
来
な
く
て

新
設
さ
れ
た
も
の

で

あ
り
、

「
地
券
ニ

属
ス

ル

一

切
ノ

事

務
ヲ

管
シ

土
地
ノ

実
価
ヲ

得
テ

税
法
ヲ

改
正
ス

ル

ヲ

以
テ
主
任
ト
ス

」
と
あ
る
。

す
で

に

横
浜
の

市
内
で

地
券
交
付
が
す
す
ん
で

い

て
、

地
券
に

関
す
る
事
務
そ
の

も
の

は
こ

こ

で

は
じ
ま
っ

た
わ
け
で

は
な
い

が
、

ち
よ

う
ど
地
租
改
正
事
業
が
全
国
的
に

開
始
さ

れ
よ
う
と
し
て

お
り
、

県
レ

ベ

ル

で

そ
れ
を
担
当
す
る

課
と
し
て

新
設
さ
れ
た
の

で

あ

ろ
う
。

地
租
改
正
事
業
関
係
文
書
に

し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
県
官
」
と
い

う
の

は
、

当

時
は
こ

の

課
に

所
属
し
て
い

た
の

で

あ
ろ
う
。

出
納
課
が
「
総
テ

金
穀
ノ

出
納
ヲ

管
シ

其
計
算
ヲ

正
シ

一

切
ノ

用
度
ヲ

支
給
」
す
る

の

は
当
然
で

あ
る
が
、

「
総
テ

金
穀
」
の

操
作
は
、

当
時
の

状
況
を
反
映
し

て

か

な

り
多
彩
で

あ
る
。

「
穀
」
は
、

ま
だ
原
則
と
し
て

物
納
だ
っ

た
地
租
で

あ
る
こ

と
は
当
然
で

あ
る
。

具
体
的
に

は
の

ち
に

み
る
よ
う
に
、

管
下
各
村

の

倉
庫
に

保
管
さ
れ
た
も
の

の

よ
う
で

あ
る
。

他
の

租
税
で

も
そ
う
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

い

わ
ば
国
税
を
県
の

手
で

収
納
し
、

そ
れ
を
す
べ

て

中

央
へ

い
っ

た
ん
納
入
し
て

し
ま
う
の

で

は
な
く
、

収
納
し
た
金
穀
を
「
全
ク
大
蔵
省
ニ

納
ル

モ

ノ

」
と
「
其
内
ヲ

割
テ

直
ニ

県
下
ノ

用
ニ

供
ス

ル

モ
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ノ

」
と
に

分
け
、

国
の

出
先
機
関
と
し
て
、

県
内
で

必
要
な
も
の

は
、

そ
こ

で

直
接
費
消
す
る
と
い

う
や
り
方
が
と
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
る
。

し
た

が
っ

て
、

「
大
蔵
省
ヨ

リ
定
額
金
ヲ

受
領
」（「
定
額
金
」
に
つ

い

て

は
、

本
章
第
二

節
で

立
ち
入
っ

て

検
討
す
る

）
す
る
の

も
出
納
課
の

重
要
な
役
目
で

あ
る
が
、

実
際
に
は
、

右
の

県
内
で

徴
収
さ
れ
た
分
で

定
額
金
に

当
た
る
も
の

を
と
め
置
い

た
、

と
い

う
こ

と
な
の

で

あ

ろ

う
。

こ

の

ほ
か
、

同

課
は
「
雇
外
国
人
ノ

月
給
」
や
「
貫
属
家
禄
ヲ

給
」
す
る
こ

と
な
ど
、

こ

の

時
期
な
ら
で

は
の

役
目
を
帯
び
て
い

る
。

こ

れ
ら
は
、

課
名
か
ら
し
て

財
務
担
当
で

あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、

他
課
に

あ
っ

て

も
重
要
な
財
務
機
能
を
も
っ

て
い

る

も
の

が
あ
る
。

ま
ず
外
務
課
は
、

外
政
局
・

外
庁
以
来
の

役
目
で

「
居
留
外
国
人
ニ

附
与
ス

ル

地
券
ヲ

作
リ

」、
「
居
留
地
々

租
及
ヒ

各
国
官
衙
ノ

家
税
ヲ

追
徴
シ

」、

「
居
留
外
国
人
諸
免
許
ヲ

管
シ

其
税
ヲ

収
メ

」
る
な
ど
、

要
す
る
に
、

居
留
外
国
人
の

税
務
は
、

関
税
を
除
い

て

す
べ

て

取
り
扱
っ

て
い

た
わ
け
で

あ
る
。

諸
務
課
は
い

わ
ば
当
時
の

産
業
政
策
・

県
民
生
活
全
般
の

担
当
で
、

経
費
支
出
の

大
き
な
ル

ー

ト
で

あ
り
、

そ
の

意
味
で

む
ろ
ん
財
政
と
関

係
が
あ
る
が
、

せ
ま
い

意
味
の

財
務
で

は
「
新
旧
公
債
金
札
公
債
ノ

事
務
」
を
こ

こ

が
取
り
扱
っ

て
い

る
。

営
繕
課
は
す
べ

て
の

土
木
事
業
と
営
繕

を
司
っ

た
が
、

「
官
費
民
費
ヲ

区
別
シ

テ

」
お
こ

な
う
と
い

う
重
大
な
責
務
が
あ
っ

た
。

と
い

う
の

は
、

維
新
期
に

は
土
木
事
業
な
ど
の

経
費
を
、

中
央
・

府
県
・

区
町
村
の

い

ず
れ
が
い

か
な
る
割
合
で

分
担
す
る
か
の

ル

ー
ル

が
未
定
で

あ
り
、

し
ば
し
ば
、

従
来
官
費
で

ま
か
な
っ

た
も
の

は
中

央
で
、

他
は
府
県
・

区
町
村
で

負
担
す
る
と
い

う
方
針
が
示
さ
れ
、

そ
れ
を
め
ぐ
っ

て
ト
ラ

ブ
ル

が
絶
え
な
か
っ

た
。

こ

れ
に

よ
る
と
、

県
の

営
繕

課
の

手
で

そ
の

区
分
け
が
お
こ

な
わ
れ
た
こ

と
が
わ
か
り
、

た
ん
な
る
営
繕
と
い

う
よ
り
は
、

中
央
－
地
方
の

負
担
関
係
を
実
質
上
確
定
し
て
い

く

と
い

う
機
能
を
も
っ

て
い

た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ

の

の

ち
、

三
新
法
に
い

た
る
間
の

行
政
機
構
の

改
革
で

財
務
関
係
の

も
の

を
と
り
出
す
と
（『
県
史
料
』
一

三
七
－
一

三

八
ペ

ー
ジ

）、

七
五

年
に

地

券
課
が
廃
さ
れ
て

租
税
課
中
に
正
租
掛
と
地
理
掛
が
お
か
れ
て
い

る
。

こ

れ
は
、

土
地
丈
量
と
地
価
測
定
が
最
大
の

課
題
で

あ
る
地
租
改
正
事
業
の

本
格
化
に

対
応
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

同
じ
七
五

年
十
一

月
に
は
、

太
政
官
達
第
二

〇
三

号
で

「
県
治
条
例
」
が
改
定
さ
れ
、

外
務
課
が
廃
止
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